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前面ガラス用 下図にならって、左側の青シールを右側半分の黒枠に合わせて
透明シールの上に貼り合わせます。

検査標章（ステッカー）の貼付位置にご注意ください。
《貼付位置の例》 ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、

自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて表示する
ように定められています（トレーラを除く）。
● ステッカーは自動車の前面ガラス上部に貼りつけてください。（左図A）
● 前面ガラスの上部が着色され、外側よりステッカーを確認することがで
きない場合は、確認できる位置まで下方にずらした位置に貼りつけてく
ださい。（左図B）

※ 有効期間の満了した自動車については使用できませんので、引き続き
使用する際は継続検査を受けてください。
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